
６月２３日（月）～２９日（日）は

女性と男性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる
「男女共同参画社会」を実現するためには 政府や地方公共団体だけでなく、国民の皆さん
一人ひとりの取組が必要です。私たちのまわりの男女のパートナーシップについて、この
機会に考えてみませんか。

竹原市　市民福祉部　地域づくり課　人権男女共同参画係　
電話 ０８４６－２２－７７３６　　FAX ０８４６－２２－７７４８

問い合わせ先

テーマ

令和8年度男女共同参画週間

パネル展の開催

開催
期間

場　所 竹原市役所 １階 ロビー

令和８年 6/19（金）～ 6/30（火）

８：３０～１７：１５※土・日除く

（竹原市中央五丁目６番２８号）

内　容　

①　昭和から令和までの出生数 
②　昭和の「適齢期」から令和の「選択」へ 
③　「仕事か家庭か」から「どちらも」へ 
④　ライフイベントを超えて、働き続ける時代へ 
⑤　「就業継続する」けれど「正社員に戻れない」 
⑥　「ふたりで育てる」が社会の真ん中へ 
⑦　「夫婦とこどもからなる世帯」の減少、「単身世帯」の急増 
⑧　家族の絆を役割で縛らない 
⑨　昭和から令和へ、何が変わったのか？ 
 

令和８年度男女共同参画週間キャッチフレーズ

男女共同参画週間です


